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教育施策に関して寄せられた意見等（要旨） 

意見等提出期間：令和３年１１月１４日～１２月１４日 

番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

１ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 
P8 

１人１台貸与されるｉＰａｄにつ
いて、適正な使用がなされてい
るかの定期的な確認はないの
か。自律できる子どもや約束を
守れる子どもでない場合は、悪
影響の方が目立つように思う。
長期休暇中だけでもネット視聴
に制限をかけてほしい。 

国の「ＧＩＧＡスクール構想」に基づき、本
区では区立小・中学校に在籍する全児童・
生徒にｉＰａｄを貸与しています。 
貸与に当たっては、子どもたちの安全や

健康を守るため、使用するアプリの選定や不
適切な画像・動画の閲覧制限、ＳＮＳへの書
き込み制限等の技術的な対策のほか、「目
黒区立学校 学習用情報端末「ｉＰａｄ」使用
ルール」や「目黒区児童・生徒の情報端末等
の使用に関する指針」を定め、児童・生徒の
発達段階に応じた情報モラル教育を各校で
実施しています。 
 また、ログ等によりデータ使用量や不適切
なサイトへのアクセス状況を確認し、必要に
応じて学校から児童・生徒に対しての指導も
適宜行っています。 
ＩＣＴを活用した教育活動は、保護者・地

域の方々のご理解とご協力のもと、進めてい
くことが重要であると認識していますので、ご
不安やご意見等がありましたら、学校もしくは
教育委員会までご相談ください。 

学校ＩＣＴ課 
教育指導課 

２ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 
P2 

１人１台ｉＰａｄが配られ、メリット
を感じている。その一方で、ゲー
ムアプリや、写真編集、チャット
などで時間を費やすことが増え
ており、ｉＰａｄの使用についてル
ールを作っても、子どもから課題
だと言われれば、文句も言えな
い。 
 昨年度のことだが、ｉＰａｄに夢
中で、休み時間に外で遊ぶ時
間が減ったと聞く。 
 ｉＰａｄの細かな使用方法は各
学校で決めているのか、それと
も区から詳細な指示があるの
か。 
また、現在入っているアプリは

すべて必要なのか。 

各学校では、「目黒区立学校 学習用情
報端末『iPad』使用ルール」を、児童・生徒及
び保護者に配付するとともに、日頃から、学
校ごとにルールを定めて学習用情報端末の
適切な利活用について指導を行っていま
す。また、情報端末等の利用の指針を策定
し、「ＳＮＳ学校ルール」を見直すとともに、「Ｓ
ＮＳ東京ノート」を活用するなどして児童・生
徒自らが「ＳＮＳ家庭ルール」を作り、守るよ
う、指導しています。 
学習用情報端末のアプリケーションにつ

いては、学校からの要望を踏まえ、各学校の
ＩＣＴ推進リーダーで構成するＩＣＴ活用推進
委員会でその必要性を協議・検討し、インス
トールの可否を決定しています。 
なお、アプリケーションのセキュリティ上の

安全性については、学習用情報端末導入事
業者が検証を行っています。 

 

教育指導課 

３ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 

P16 

 貸与端末について、歩き 
ｉＰａｄや置忘れ、管理番号のラ
ベルを剥がすなどのケースを見
聞きした。家庭での取り扱いル
ールについて、月に１回程度、
学校で周知し、最低限のルール
の徹底を図ってほしい。 

各学校では「目黒区立学校 学習用情報
端末『iPad』使用ルール」児童・生徒及び
保護者に配付し、日頃から、学習用情報端
末の適切な利活用について指導を行って
います。また、情報端末等の利用の指針を
策定し、「ＳＮＳ学校ルール」を見直すと
ともに、「ＳＮＳ東京ノート」を活用する

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

などして児童・生徒自らが「ＳＮＳ家庭ル
ール」を作り、守るよう、指導しています。 

今後も、学級指導や各教科等の授業にお
いて、学習用情報端末の適切な利活用に係
る指導の徹底を図るよう、各学校に指導・
助言していきます。 

４ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 

P11 

情報端末を安全に使えるよう
具体的にどのようなケースでどう
対処するべきかをしっかり教育し
てほしい。 
電子化を進めるにおいて、子

どもの持ち物が増えていることを
考慮していただきたい。 

本区では、児童・生徒の自由な学習を保
障するため、昨年度、１人１台の情報端末の
配付に併せ、「目黒区立学校 学習用情報
端末『iPad』使用ルール」を定め、自分のｉＰａ
ｄは他人に貸さないことなどを児童・生徒に
周知しています。また、 児童・生徒を危険な
情報から守るフィルタリング制御を実施して
います。 
情報モラル教育については、情報モラル

モデルカリキュラムを随時改訂し、いじめに
つながらない使用の仕方や適切なインター
ネットの利用等を指導する際に、活用できる
ようにしています。 
また、情報端末等の利用の指針を策定

し、「ＳＮＳ学校ルール」を見直すとともに、「Ｓ
ＮＳ東京ノート」を活用するなどして、児童・
生徒自らが「ＳＮＳ家庭ルール」を作り、守る
よう、指導することとしています。 
児童・生徒の携行品に係る配慮について

は、学習用情報端末が児童・生徒一人一台
に貸与されたことに伴い、より適切な配慮が
必要であると認識しています。教科書やその
他教材等のうち、持ち帰らせるものや学校に
置いておくものについて、本区では、保護者
等とも連携し、児童・生徒の発達段階や学習
上の必要性、通学上の負担等の実態を考慮
して、各学校で判断することとしています。 

教育指導課 

５ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 

P16 

 毎日ｉＰａｄを持ち帰らせること
はやめてほしい。低学年には荷
物が重すぎ、転倒の危険があ
る。また、肩からランドセルを外
しにくく、防犯上も問題がある。 

本区では、学習用情報端末を家庭学習等
においても活用しているところです。 
また、コロナの感染状況によっては、学級

閉鎖、学年閉鎖等の対応を早急に行う場合
も想定されるため、各学校では、日常的に学
習用情報端末を持ち帰らせています。 
児童・生徒の携行品に係る配慮につい

て、本区では、平成３０年９月に、文部科学
省からの通知を受け、各学校長に周知して
いますが、学習用情報端末が児童・生徒１人
１台に貸与されたことに伴い、より適切な配
慮が必要であることから、改めて、令和３年９
月に通知しています。 
本通知では、教科書やその他教材等のう

ち、持ち帰らせるものや学校に置いておくも
のについて、保護者等とも連携し、児童・生
徒の発達段階や学習上の必要性、通学上
の負担等の実態を考慮して、各学校で判断
することとしています。 

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

教育委員会としては、児童・生徒の身体の
健やかな発達に影響が生じないよう、携行品
に係る配慮について、引き続き、各学校に指
導・助言していきます。 

６ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 
P28 

ｉＰａｄを使って悪口を言う、悪
い言葉を使う子どもがいると聞
く。学校でのチェック体制や教
員への研修体制、どのような使
用ルールとしているのか教えて
ほしい。 

児童・生徒に１人１台の学習用情報端末
が貸与され、「いつでも」「どこでも」「だれとで
も」学習で活用できる環境を踏まえ、発達段
階に応じた知識や態度の育成のため、情報
モラル教育の充実が喫緊の課題であると捉
えています。 
 教育委員会では、全教員を対象に、情報
モラルについてeラーニング悉皆研修を実施
しています。また、「目黒区立小・中学校 情
報モラル教育モデルカリキュラム」に基づき、
道徳科や各教科の指導を通して、情報端末
を使用する際のルールやインターネット活用
の留意点等、発達段階に応じた情報モラル
教育を実施しています。さらに、「目黒区児
童・生徒の情報端末等の使用に関する指
針」に基づき、学校と家庭が連携し、児童・
生徒が情報端末等を適切に使用できるよう
に指導しています。 
 各学校に対して「学習用情報端末の適切
な利活用について」を通知し、学校における
チェック体制として、学習用情報端末を通し
て共同編集したデータやグループ掲示板等
に、いじめにつながる表現がないか確認する
こととしています。 

教育指導課 

７ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 

P6 

他の自治体で貸与端末でのＩ
Ｔいじめによる児童の自殺事件
があった。教員の知識不足も問
題だと思う。ＩＴの専門家を講師
として招き、教員も子どもも学べ
る体制を作ってほしい。 

教育委員会では、教員のＩＣＴ活用能力の
実態や課題に応じて、研修回数・内容を拡
充し、教員全体のＩＣＴ活用指導力の向上を
図っています。また、各学校におけるＩＣＴ機
器を活用した授業の中核となる教員である「Ｉ
ＣＴ活用推進リーダー」等を講師として、ＩＣＴ
活用の上級スキルアップを目的とした質の高
い研修を実施することにより、各学校におけ
る技術・知識の還元を図ることとしています。 
教育委員会では、教員のＩＣＴ活用能力の

実態や課題に応じて、研修回数・内容を拡
充し、教員全体のＩＣＴ活用指導力の向上を
図っています。また、各学校におけるＩＣＴ機
器を活用した授業の中核となる教員である「Ｉ
ＣＴ活用推進リーダー」等を講師として、ＩＣＴ
活用の上級スキルアップを目的とした質の高
い研修を実施することにより、各学校におけ
る技術・知識の還元を図ることとしています。 
また、不適切な情報の取扱いが報告され

た場合には、その状況に応じて、お便りや保
護者会等により説明をすることとしています。 

 
 

教育指導課 

８ ＧＩＧＡス
クール構想
の実現 
P28 

ｉＰａｄを用いてアンケートに答
える機会が増えているが、教員
向けに研修は行っているのか。 
また、不適切な情報の取扱い

があった場合、保護者にどのよう
に説明を行うのか。 

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

９ 区立小・中
学校等と保
護者間の連
絡手段のデ
ジタル化 

P5 

連絡手段がデジタル化されて
メリットは多いと思うが、手書きの
文字で書かれた文章のやりとり
は温かさを感じた。学校の様子
がなかなか見えないからこそ連
絡帳のやり取りをなくさないでほ
しい。 

保護者連絡システムの導入について、ご
理解いただき、ありがとうございます。 
本システムは、平時・緊急時における情報

共有の強化を図るとともに、学校・保護者双
方の負担軽減と利便性の向上を図ることを
目的として導入しています。 
今後も、保護者の皆様と学校・園が安心し

てより円滑に連絡を取り合えるよう、支援して
いきます。 
なお、学校・園とのやり取りについては、連

絡帳や電話等の他の連絡手段を通して行う
ことも可能としています。適切な連絡手段を
選択してご活用ください。 

教育指導課 

１０ 区立小・中
学校等と保
護者間の連
絡手段のデ
ジタル化 

P21 

学校にとっても保護者にとっ
ても事務連絡であれば、省力化
できるのでありがたい。一方で、
コミュニケーション手段としての
欠点もあるので、使い分けに留
意してほしい。 
また、ＰＴＡは学校情報連絡

アプリ（Ｈｏｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌ）を利用
できない。資料配布くらいなら利
用できるようにしても問題ないの
ではないか。 

保護者連絡システムの導入について、ご
理解いただき、ありがとうございます。 
本連絡システムの運用上の留意点として、

テキストメッセージ送信時は要点を明確に記
載するなど、保護者と学校間で正しい情報を
共有することや、学校だより等の画像の２次
利用を控えることなどを、各学校に周知して
います。また、即時に対応が必要となる緊急
連絡については、「電話連絡」を原則として
います。 
なお、本連絡システムは、学校・園と保護

者間及び教育委員会と保護者間における連
絡手段であることから、任意団体であるＰＴＡ
が本サービスを使用することは想定しており
ません。 

教育政策課 
教育指導課 

１１ 区立小・中
学校等と保
護者間の連
絡手段のデ
ジタル化 

P26 

ＰＴＡ役員や委員から会員へ
の連絡を行うことができるよう工
夫をお願いしたい。 

保護者連絡システムは、平時・緊急時に
おける情報共有の強化を図るとともに、学
校・保護者双方の負担軽減と利便性の向上
を図ることを目的として導入しています。 
学校・園と保護者間及び教育委員会と保

護者間における連絡手段であることから、任
意団体であるＰＴＡが本サービスを使用する
ことは想定しておりません。 

教育政策課 
教育指導課 

１２ 区立小・中
学校等と保
護者間の連
絡手段のデ
ジタル化 

P26 

感染者が発生した場合や臨
時休園情報が分かるよう保育園
でも学校情報連絡アプリ（Ｈｏｍ
ｅ＆Ｓｃｈｏｏｌ）が使えるとよい。 

 令和４年度から公立保育所においても、保
護者宛て連絡、双方向連絡及び登降園管
理等公立保育所で必要な機能を備えたＩＣＴ
システムが導入される予定です。 

 

教育政策課 

１３ いじめの現
状といじめ
問題への対
応 

P4 

座学による一律での教育は将
来どこかの会社のよくできた歯
車の一部にすることが目標の教
育に思える。６時間目まで子ども
たちに座学をさせることは必要
なのだろうか。座学は４時間目ま
でとし、あとは好きなことを伸ば
せるようなシステムがよいのでは
ないか。 

令和３年１月に中央教育審議会が公表し
た答申「「令和の日本型学校教育」の構築を
目指して」においては、２０２０年代を通じて
実現を目指す学校教育を「令和の日本型学
校教育」とし、その姿を「全ての子供たちの
可能性を引き出す、個別最適な学びと、協
働的な学び」としています。 
多様な子どもたちを誰一人取り残すことの

ない個別最適な学びの実現には、「主体的・

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

また、一人でいたい子どもも
いる中、せめて図書館はいつも
開放してもらえないか。一人で
いることが特殊なことではなく、
堂々といられる場所の確保をし
てほしい。 

対話的で深い学び」の視点に立った授業改
善とともに、創意工夫ある教育課程の編成が
重要であると捉えています。 
区立小学校１５校では、「４０分授業午前５

時間制」を実施し、１日を「学びの午前」、「活
動の午後」と位置付け、集中力の高い午前
中に学力の定着を図り、午後は生み出した
時間を個別指導や協働的な活動等に活用
するなど、児童の学びの充実につながる教
育課程を編成しています。 
この本区独自の取組は、全国からも関心

が寄せられており、令和元年度から令和５年
度までの５年間、文部科学省研究開発学校
の指定を受け、児童の学びや生活の質の向
上を図るための創意工夫ある教育課程の開
発を行っているところです。 
また、各学校では、学校や学級をどの児

童・生徒にも落ち着ける場所にしていく「居
場所づくり」に努めていますが、個別の状況
に応じた対応については、学校にご相談く
ださい。教育委員会においても、教育指導
課や教育支援課、めぐろ学校サポートセンタ
ーにて、教育相談を行うことができます。 

１４ いじめの現
状といじめ
問題への対
応 

P13 

不登校やいじめの問題にきち
んと取り組んでくれることがわか
り、今まで以上に安心して子ども
を登校させられる。 

不登校やいじめ問題に係る本区の取組に
ついて、ご理解・ご協力いただき、ありがとう
ございます。 
各学校では、不登校やいじめはどの児

童・生徒にも、どの学校においても起こり得る
ものとの認識に立ち、日頃から教職員が児
童・生徒理解を深め、未然防止、早期発見
に取り組んでいます。 
また、教育委員会では、教育指導課や教

育支援課、めぐろ学校サポートセンターにお
いて、教育相談を行うことができます。 
今後も、保護者等との連携を図りながら、

不登校やいじめの対応に取り組んでいきま
す。 

教育指導課 

１５ いじめの現
状といじめ
問題への対
応 

P21 

 いじめの事例が解消に向かっ
ているとのことで、今後も早期に
対応してもらえるよう期待する。
そのためにもいじめを隠蔽する
ことがないような対応をお願いし
たい。いじめが発生したからと言
って現場担当者の人事考課を
下げることがないようにしてほし
い。いじめを早期に発見して速
やかに解消したなら、プラスに評
価するような人事考課をお願い
したい。 
 また、「いじめ問題を考えるめ
ぐろ子ども会議」は児童・生徒の
代表数名しか参加できない。全

いじめは、子どもの尊厳及び基本的人権
を侵害する絶対に許されない行為です。 
各学校では、いじめはどの児童・生徒に

も、どの学校においても起こり得るものとの認
識に立ち、日頃から教職員が児童・生徒理
解を深め、いじめの未然防止、早期発見に
取り組んでいます。 
「いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議」に

ついては、平成２９年度から令和元年度まで
代表学年の全児童・生徒が参加していました
が、令和２・３年度は新型コロナウイルス感染
症拡大防止の観点から、代表児童・生徒の
み参加している中学校区もあります。 
令和４年度以降は感染症対策を講じなが

ら、可能な限り、代表学年の全児童・生徒が

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

員が参加できる企画を検討して
ほしい。 
 なお、教員研修についても触
れられていたが、実態は各校の
校長任せではないだろうか。何
をどのように実施したのか、区教
育委員会は責任をもってフォロ
ーすべき。 

参加できるようにしていきます。 
なお、教員の人事考課は、東京都立学校

教育職員の人事考課に関する規則に基づき
実施しており、いじめの認知数や解消数を指
標とした評価は行っておりません。 
また、教員研修について、教育委員会で

は、全教員悉皆の e ラーニング研修におい
て、いじめ問題に関する基本的な対応につ
いて理解を深めることとしています。 
また、「教員研修冊子 目黒区立学校・園 

いじめ問題対策」を作成し、各学校・園に配
付しています。各学校・園では、本研修冊子
を活用して、区全体で取り組んでいるいじめ
の未然防止のための取組を一層確実なもの
とし、各学校・園の教員一人ひとりのいじめ
問題への対応のさらなる向上を資することと
しています。 
本研修冊子には、教育委員会の役割も明

記しており、学校からいじめの報告があった
際は、その状況に応じて、教育委員会事務
局内に「いじめ問題緊急対策本部」を設置
し、学校、関係機関等と連携し、迅速かつ適
切な対応を図ることができるようにしていま
す。また、学校に対し、人材の派遣等を含め
て積極的に指導・助言を行っています。 

１６ 不 登 校 児
童・生徒へ
の取組 

P22 

初期対応マニュアルを作成し
組織的に取り組んでいることは
素晴らしい。一方、形式的な履
践に終始し、作成者の意図がな
いがしろにされがちだ。不登校
の理由は様々なので、マニュア
ルにとらわれず、児童・生徒に
寄り添い、その言葉の奥にある
心の訴えを聞き取ってほしい。 

学校における不登校初期対応マニュアル
は、平成２８年度から区立小・中学校全校で
作成しており、各学校の実態に応じて不登
校課題への対応に努めています。各学校に
おいては、関係機関と連携を進めるととも
に、組織的な対応を行うこととしています。今
後も「不登校は誰にでも起こりうる」という認識
のもと、引き続き、学校、関係機関、保護者と
連携して、未然防止、早期発見、早期対応
の取組を支援していきます。 

教育支援課 

１７ 特別支援教
育の推進 

P7 

教員に特別支援を必要とする
子どもの理解が行き届いていな
い。書字に時間がかかることを
理由に、黒板をｉＰａｄで撮影する
場合は、挙手による許可が必要
であり、本人に負担が掛かる。
知的障害、発達障害、身体障害
の違いから理解に努めてほし
い。特別支援の実態は単なる補
習であったりするため、年一回
提出する支援方針のテキストは
意味がないと感じる。 

本区では、特別支援教育研修として、通
常の学級を担当する全教員を対象に特別な
支援を必要とする幼児・児童・生徒への指
導・支援に関する理解啓発や、具体的な手
だてを学ぶ機会を設定しています。今後も
様々な機会を通じて、教職員に対し、特別
支援教育に関する理解啓発を進めるととも
に、教職員の実践力向上に努めます。 
また、個別指導計画については、学習指

導要領に「通常の学級に在籍する、障害の
ある児童などの指導にあたっては、個別の教
育支援計画及び個別指導計画を作成し、活
用に努めること」と示されており、「特別支援
学級に在籍する児童や通級による指導を受
ける児童は、個別の教育支援計画及び個別
指導計画を全員について作成・活用するこ
と」とされています。 

教育支援課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

今後は作成するだけでなく、効果的な活
用に向けて指導・助言を行っていきます。 

１８ 特別支援教
育の推進 

P10 

特別支援教室の利用児童数
や支援員の増加を見ると、「特
別な」支援ニーズに応えようとす
ることが、却って子どもたちを分
け隔てているように思う。「自立と
社会参加に向けて」用意される
「一人ひとりの教育的ニーズに
応じた多様な学びの場」が一人
ひとりを分けるものではなく、「と
もに同じ場所で過ごす中で各人
に応じた学びができる場」であっ
てほしい。 

平成２４年７月に中央教育審議会が公表し
た「共生社会の形成に向けたインクルーシブ
教育システム構築のための特別支援教育の
推進（報告）」においては、「小・中学校にお
ける通常の学級、通級による指導、特別支援
学級、特別支援学校といった、連続性のある
『多様な学びの場』を用意しておくことが必要
である」と示されています。 
本区においては、共生社会の実現に向け

て全ての子どもが可能な限り共に学ぶことに
配慮しつつ、自立と社会参加に向けて一人
ひとりの教育的ニーズに応じた連続性のある
多様な学びの場を充実していくインクルーシ
ブ教育システムの構築を基本的な考え方とし
て、「心のバリアフリー」を目指して取組を推
進しています。その中で、通常の学級と特別
支援学級における交流及び共同学習を進め
ています。 
また、障害の有無にかかわらず、子どもた

ち一人ひとりの学びを深めるために、授業や
学級経営のユニバーサルデザインに関する
研修を行い、障害に応じた指導・支援や体
制の充実を図っています。 

教育支援課 

１９ 特別支援教
育の推進 

P20 

特別支援学級のある学校によ
って、交流や共同学習の進め方
に差があるようだ。障害のある子
もない子も共にいきいきと学べる
よう、交流や共同学習の機会を
設けてほしい。 
 

本区における通常の学級と特別支援学級
における交流及び共同学習については、小
学校ではオンラインを活用して1年生との交
流会を実施したり、中学校では生徒会の選
挙にオンラインを活用して参加したりするな
ど、各学級が交流方法を工夫しながら実施
しているところです。組織的・計画的な実施
のため、特別支援学級設置校長会や特別
支援教育コーディネーター連絡会において
検討・検証を行ったり、指導主事等による継
続的な指導・助言の実施を行ったりしていま
す。引き続き、交流及び共同学習の充実に
努めます。 

 

教育支援課 

２０ 特別支援教
育の推進 

P20 

自閉症・情緒障害特別支援
学級について、多人数で生活す
ることを苦手とする児童・生徒
は、選択制かん黙に限らず存在
する。特別支援学級に通うこと
ができない児童・生徒について
も、安心して生活できるような環
境を整えてほしい。 

知的障害を伴わない発達障害のある児
童・生徒に対しては、通常の学級に在籍し、
必要に応じて特別支援教育支援員を配置
するとともに、在籍学級における障害による
学習上又は生活上の困難の改善・克服を図
るため、全校に設置した特別支援教室で必
要な指導・支援を行う体制を整えています。 

教育支援課 

２１ 特別支援教
育の推進 

P22 

目黒区特別支援教育推進計
画（第四次）について、inclusion
を目指す精神が掲げられてお
り、第三次と比べ、進歩してい

特別支援教育に関する保護者の理解の
進展や発達検査受検者の増加等から、本区
の小・中学校の通常の学級に在籍している
特別な支援を要する児童・生徒は増加傾向

教育支援課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

る。 
しかし、支援体制の一環とし

て、支援員が足りないどころか、
令和３年度は予算が削減されて
いる。推進ではなく後退だ。 

にあり、特別支援教育支援員の配置時間数
は、直近３年間で約５０％増という状況になっ
ています。 
令和３年度もこれまでどおり特別な支援を

要する児童・生徒に対し、特別支援教育支
援員を配置していますが、予算に不足が生
じる場合は、補正予算で対応したいと考えて
います。 

２２ 特別支援教
育の推進 

P22 

通常学級で障害児が学ぶイ
ンクルーシブ教育の実施に当た
っては、全教員が障害児に対す
る教育方法の研修を受けるべき
だ。研修は実施しているのか。 

特別支援教育に関する通常の学級を担
当する全教員を対象とした研修は、ｅラーニ
ング研修を含み、年間４講座実施しているほ
か、２年目・３年目の教員を対象とした「教育
相談初級研修」を年間７講座実施し、特別な
支援を必要とする幼児・児童・生徒への指
導・支援に関する理解啓発や、具体的な手
だてを学ぶ機会としています。また、目黒区
特別支援教育推進計画（第四次）に基づく
推進事業として、全ての学校・園で年１回以
上、学識経験者等を招き、特別支援教育に
関する校・園内研修を行うこととしています。 

教育支援課 

２３ 特別支援教
育の推進 

P22 

関係機関との連携による支援
体制の充実を謳っているが、実
際は保護者が連携先機関を見
つけてきて学校に提案しないと
実現しない。本来、障害児に対
する合理的配慮を行うのは学校
及び学校設置者の責務である
のに、合理的配慮を提供しない
どころか、支援に関する情報す
ら提供しておらず、全く責務を果
たしていない。 
その一方で、令和３年５月２７

日付け「令和４年度区立小学校
の特別支援教育について」を配
布して、転学を促しているのは、
inclusion への障壁を解消せず、
segregation への案内であり、障
害児を拒否しているに等しい。 

区では平成２８年４月に、区立学校の県費
負担教職員にも適用される「目黒区における
障害を理由とする差別の解消の推進に関す
る対応要領」を策定し、障害者や保護者等
から社会的障壁の除去を求める意思の表明
があった場合、その実施に伴う負担が過重
でないときは、障害者の権利利益を侵害す
ることとならないよう、合理的配慮の提供を行
うこととしています。 
また、目黒区特別支援教育推進計画（第

四次）に基づき、可能な限り共に学ぶことに
配慮しつつ、自立と社会参加に向けて一人
ひとりの教育的ニーズに応じた連続性のある
多様な学びの場を充実していくインクルーシ
ブ教育システムの構築を基本的な考え方と
して、一人ひとりの教育的ニーズに最も的確
に応える指導を提供できるよう、多様な学び
の場の充実・整備を進めています。 

教育支援課 

２４ 今後の学校
施設更新の
進め方 

P15 

学校施設更新計画につい
て、耐用年数８０年で考えている
とのことだが、文部科学省の長
寿命化改修では概ね４０年、法
定耐用年数は６０年または４７年
かと思う。安全性からの根拠はど
のように判断されているのか。 

区有施設見直しの取組みにおける長寿命
化のルールを作成する上で、複数の区有施
設の構造体耐久性調査を実施し、特に中性
化の進行状況の度合い、また、先進自治体
の事例などから80年が適当と判断したもので
す。 

学校施設計
画課 

２５ 今後の学校
施設更新の
進め方 

P24 

地区に分けて、順番に校舎を
建て替える手法は合理性がある
が、北部地区で最終順位である
烏森小学校について、鉄筋９教
室は、１９６３年の完成で相当古
く、雨漏りと補修の繰り返しだ。

更新順位の考え方についてご理解いただ
きありがとうございます。烏森小学校の既存
施設については、建替えまでの間、学校運
営や児童の生活環境に大きな支障とならな
いよう、雨漏りへの対応も含め修繕に取り組
んでいきます。 

学校施設計
画課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

順位については仕方がないが、
補修と雨漏りのいたちごっこは
やむを得ないが、迅速でこまめ
な対応を怠らないようにしてほし
い。 

２６ めぐろ電子
図書館 
P12 

電子図書館の活用に期待し
ている。 

電子書籍の充実などにより、さらに使いや
すく魅力的な電子図書館を目指して積極的
に事業を進めていきます。 

 

八雲中央図
書館 

２７ めぐろ電子
図書館 
P24 

開館時間以外でも図書館に
行かずとも書籍にアクセスできる
なんて革命的だ。どんどん進め
てほしい。 

図書館利用の利便性向上のため、利用時
間や場所に縛られずに資料をご覧いただけ
るサービスとして、積極的に事業を進めてい
きます。 

 

八雲中央図
書館 

２８ その他（説
明動画） 

 

P1 

説明動画で使われている説
明資料のスライドの文字が小さ
すぎて、スマホ画面（多くの人、
特に小・中学生の保護者の層は
スマホで見ると想像している）で
は読めない。 

今回は、コロナの感染状況を踏まえて、教
育施策説明会の一環として教育施策に関す
る説明動画を作成し、オンデマンド配信によ
る説明を行いました。いただいたご意見のと
おり、スライドの文字の大きさなど、改善点が
あったものと認識しています。配信内容や手
法など、皆様のご意見等を踏まえながら検討
を進め、今後の情報発信に当たっては、より
分かりやすくお伝えできるよう工夫していきま
す。 

 

教育政策課 

２９ その他（説
明動画） 

P14 

負担なく参加できるという面か
ら動画視聴の形式が続くと良い
と思う。区や学校が進めていこう
としている施策を知り、大変勉強
になった。素晴らしい内容が実
現していくことを願う。 

教育政策課 

３０ その他（教
育課程） 

P3 

ニューノーマルやＳＤＧｓとい
った欧米で急増された標語・価
値観がメディアによって当然のよ
うに日本社会にも押し付けられ
ている。 
義務教育にあっては、政治的

偏りのない、普遍的な価値観に
基づいたバランスの取れた教育
を望む。 

各学校では、教育基本法や学校教育法
などを踏まえるとともに、学習指導要領に基
づき教育課程を編成・実施しています。 
学習指導要領では、豊かな人生の実現や

災害等を乗り越えて次代の社会を形成する
ことに向けた現代的な諸課題に対応して求
められる資質・能力を、教科等横断的な視点
で育成することが重要視されており、主権者
に関する教育や環境に関する教育などを実
施することとされています。 
教育委員会としては、引き続き学習指導

要領に基づき、児童・生徒の資質・能力の育
成を目指し、各学校が適切にバランスよく教
育課程を編成・実施することができるよう指
導・助言をしていきます。 

教育指導課 

３１ その他（書
道用具） 

P9 

使い終わった書道道具を家
ではなく、学校で洗えるようお願
いしたい。 

毛筆を使用する書写の指導は小学校第３
～６学年までは年間３０単位時間程度、中学
校第１・２学年は年間２０単位程度、中学校
第３学年では年間１０単位程度指導すること
となっています。毛筆を使用する書写の指導
については、限りある時数の中で多くの事を
指導いたしますが、準備や片付けに時間を
多く必要とします。特に片付け時に、正しく
毛筆を洗おうとすると、他の教育活動に影響

教育指導課 
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番号 項目 意見等（要旨） 教育委員会の考え方 回 答 

が出てしまうことから、指導時間の確保のた
めに、自宅にて洗うこととしている学校があり
ます。 
教育委員会としては、いただいたご意見も

踏まえ、書写の指導を限りある時数の中で適
切に指導し、資質・能力を身に付けるよう引
き続き各学校に指導・助言していきますが、
お困りのことがございましたら、学校にご相談
ください。 

３２ その他（デ
ジタル教科
書） 
P12 

デジタル教科書等の充実に
期待している。 

指導者用デジタル教科書について、本区
では、教科書採択のサイクルに合わせ、全
校分を購入し、教員が授業で活用できるよう
にしています。 
また、学習用デジタル教科書について

は、区立小・中学校１６校が、国の「令和３年
度 学びの保障・充実のための学習者用デ
ジタル教科書実証事業」に参加し、学校が
希望した１、２教科のデジタル教科書を一部
の学年において、試験的に導入していま
す。 
令和４年度について、国は、外国語科(英

語)のデジタル教科書を、小学校第５、６学年
全児童と中学校全学年生徒を対象に全校に
拡充する方向を示しています。 
今後も、国の動向を注視し、学習者用デ

ジタル教科書の導入に向けて検討していき
ます。 

教育指導課 

３３ その他（ヤ
ングケアラ
ー） 
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ヤングケアラーの早期発見・
把握、適切な支援のため、教員
やスクールカウンセラー等への
研修を実施してほしい。 

全教員を対象としたeラーニングや２、３年
次教員を対象として「虐待防止」をテーマに
取り上げ、ヤングケアラーを含めた子ども虐
待の早期発見・対応、適切な支援方法等の
研修を行っています。 
スクールカウンセラーについては、各小・

中学校の児童・生徒と行う面接（小学校第５
学年・中学校第１学年は全員対象）の機会を
通じて早期発見・把握に努めるとともに、年３
回のスクールカウンセラー連絡会において、
様々な研修に取り組んでいます。 

教育指導課 
教育支援課 

寄せられた意見等３３件 

＊複数の意見等が記載されていた場合は、項目ごとに分けて掲載しています。 

 

 

 

 


